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。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
施
設
の
設
置
可
能
性
を
調
査
す
る
区
域
へ
の
高

知
県
東
洋
町
の
応
募
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
、
�
及
び
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
施
設
の
設
置
可
能
性
を
調
査
す
る
区
域
に
つ
い
て
の
応
募

書
（
以
下
「
応
募
書
」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
八
年
三
月
こ
ろ
に
高
知
県
東
洋
町
か
ら
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
（
以
下

「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
応
募
書
が
提
出
さ
れ
た
直
後
に
、
機
構
か
ら
口
頭
で
報
告
を

受
け
て
い
る
。

機
構
に
よ
る
と
、
そ
の
後
、
機
構
が
高
知
県
東
洋
町
に
対
し
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
や
最
終
処

分
等
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
町
か
ら
当
該
応
募
書
の
返
却
の
申
出
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
機
構
は
直
ち
に
同

町
に
こ
れ
を
返
却
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
自
治
体
名
と
提
出
日
時
、
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
の
対
応
内
容
」
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一



地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
率
直
な
意
見
の
交
換
又
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
等
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
と
し
て
は
、
平
成
十
八
年
三
月
こ
ろ
に
高
知
県
東
洋
町
か
ら
機
構
に
対
し
応
募
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、

同
町
か
ら
の
当
該
応
募
書
の
返
却
の
申
出
に
応
じ
て
機
構
が
当
該
応
募
書
を
直
ち
に
返
却
し
た
こ
と
か
ら
、
機
構
は
「
応
募

は
な
い
」
と
の
説
明
を
し
て
き
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
虚
偽
の
説
明
を
行
っ
て
き
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
請
願
が
、
高
知
県
東
洋
町
の
住
民
の
過
半
数
の
署
名
を
添
え
て
高
知
県
東
洋
町
議
会
議
員
五
名
の
紹
介
に
よ
り

高
知
県
東
洋
町
議
会
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
承
知
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
前
確
認
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
施
設
の
設
置
可
能
性
を
調
査
す
る
区
域
に
つ
い
て
の
応
募
が

あ
っ
た
地
区
の
地
質
の
状
況
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
指
導
を
行
う
こ
と
は
考
え
て

二



い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

法
第
四
条
第
五
項
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
最
終
処
分
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
概
要
調
査
地
区
等
の
所
在
地
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
概
要
調
査
地
区
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

知
事
及
び
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
す
べ
き
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
概
要
調
査
地

区
等
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
、
機
構
及
び
発
電
用
原
子
炉
設
置

者
は
、
地
元
の
理
解
等
を
得
る
べ
く
最
大
限
の
努
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
地
元
の
理
解
等
が
得
ら

れ
ず
、
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
に
つ
き
反
対
の
意
見
を
示
し
て
い
る
状
況
に
お
い

て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
意
見
に
反
し
て
は
、
概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
は
行
わ
れ
な
い
も
の
と
考
え

て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

公
募
と
い
う
手
続
は
、
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
文
献
そ
の
他
の
資
料
に
よ
る
調
査
（
以
下
「
文
献
調
査
」

と
い
う
。
）
の
前
提
と
し
て
機
構
が
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
文
献
調
査
に
応
募
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
う

三



し
た
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
処
分
場
の
候
補
地
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
文
献
調
査
の
実
施
が
最
終
処
分
施
設
建
設
地
の
選
定
に
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は

な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

法
第
四
条
第
五
項
は
、
最
終
処
分
計
画
に
お
い
て
概
要
調
査
地
区
等
の
所
在
地
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
概
要

調
査
地
区
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
す
べ
き
も
の
と

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
政
府
、
機
構
及
び
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
文
献
調
査
の
期
間
を
通
じ
て
も
、
地
元
の
理
解
等
を
得
る
べ
く
最
大

限
の
努
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

法
第
四
条
第
五
項
は
、
隣
接
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
く
こ
と
や
議
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
は
求
め
て
い
な
い
が
、
政

府
、
機
構
及
び
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
地
元
の
理
解
等
を
得
る
べ
く
最
大
限
の
努
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

四



文
献
調
査
は
、
機
構
が
概
要
調
査
地
区
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
ら
か
じ
め
行
う
調
査
で
あ
り
、
文
献
調
査
を
ど

こ
で
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
最
終
処
分
計
画
に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
る

と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
計
画
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）
の
「
第
�

概

要
調
査
地
区
等
の
選
定
及
び
最
終
処
分
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項
」
の
�
に
規
定
さ
れ
て
い
る
事
項
及
び
承
認
実
施
計
画

（
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
付
け
で
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
承
認
が
な
さ
れ

た
計
画
を
い
う
。
）
の
「
三

概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
及
び
最
終
処
分
施
設
の
設
置
に
関
す
る
事
項
」
の
�
に
規
定
さ
れ

て
い
る
事
項
に
従
い
、
機
構
は
文
献
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

五
に
つ
い
て

機
構
が
概
要
調
査
地
区
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
五
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
献
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
を

作
成
し
、
同
規
則
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
報
告
書
を
文
献
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
地
区
の
所
在
地
の
属
す
る
都
道
府

五



県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
送
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
献
調
査
の
結
果
は
、
法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
当
該
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
が
意
見
を
述
べ
る
際
の
基
礎
資
料
に
な
り
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
同
項

に
基
づ
く
当
該
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

市
町
村
長
か
ら
応
募
の
取
下
げ
の
申
出
が
あ
れ
ば
、
機
構
と
し
て
は
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
と
承
知

し
て
い
る
。
機
構
が
文
献
調
査
を
取
り
や
め
る
場
合
に
は
、
機
構
は
法
第
六
十
四
条
に
基
づ
く
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の

申
請
を
経
済
産
業
大
臣
に
行
う
こ
と
と
な
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
協
定
」
の
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六


